
県立那覇国際高等学校 いじめ防止基本方針 

 

平成３０年４月 策定  

令和 ６年４月 改訂 

はじめに 

 

いじめは、いつでも、どこでも、誰にでも起こりうるものである。いじめは、生徒の人権に 

かかわる重大な問題であり、将来にわたって心身の健全な成⾧及び人格形成に大きな影響を 

及ぼし、さらにはその生命又は身体に深刻な危険を生じさせるおそれのあるものである。 

全職員が上記の認識にたち、いじめを行うことは勿論、その行為を傍観することも、絶対に 

許さないという毅然とした姿勢で指導に取り組んでいく。 

 

１．いじめ防止のための組織 

いじめ防止の実効的な取り組みや生徒と保護者へのケアの必要性から、いじめ防止のための 

組織をいじめ防止対策委員会に位置付ける。 

 （１）組織の構成 

       学校⾧、教頭、教育相談係、養護教諭、生徒ガイダンス主任、学年主任、当該学級担任、 

（必要に応じてスクールカウンセラー、外部の専門家を加えることができる。）  

 （２）組織の役割 

 ① 学校いじめ防止基本方針の策定と周知 

 ② いじめ未然防止、アンケートや教育相談によるいじめ早期発見の推進 

 ③ いじめの発生時の対応 

 ④ 年間計画の策定実施 

⑤ 校内研修企画 

⑥ 外部専門家や諸機関との対応 

 ⑦ いじめの問題に関する記録の保存と情報提供 

 ⑧ 外部からの通報や情報の提供の窓口を教頭、内部（教職員等）からの窓口を生徒ガイ 

ダンス部主任が行う 

 ⑨ セラプラスアンケートの管理は在学期間とし、教育相談係が管理を行う 

 ⑩ いじめ防止アンケート集計は生徒ガイダンス部が行い、問題が見つかれば協議会を 

開く 

 ⑪ 公文等の発送、関係機関との連携は生徒ガイダンス部主任で行う 

 

 

 

 

 



 

２．年間計画予定 

基本方針に沿って以下の通り実施していく 

 

月 関連する行事 

生徒・職員 職員 

４月 入学式 新入生オリエンテーション  

生徒研修(1 年) 遠足(２,３年) 

発足職員会議(生徒情報共有)  

部顧問会(発足)  

いじめ防止対策委員会(発足) 

５月 新入生歓迎行事 授業参観 セラプラス 

二者面談 統一ＬＨＲ(薬物乱用防止講話) 

職員研修(いじめ防止) 

 

６月 人権を考える週間① いじめアンケート①  

生徒総会 メイン行事(学園祭) 

慰霊の日に向けての学習会  

拡大学年会 

７月 統一ＬＨＲ(交通安全講話) 

校内弁論 英語弁論 三者面談 

拡大学年会 

９月 3 年生激励会  

10 月 人権を考える週間② いじめアンケート② 

統一ＬＨＲ(性・エイズ講話) 

拡大学年会 

職員研修(カウンセリング) 

11 月   

12 月 学級ＰＴＡまたは三者面談  

１月 国内研修旅行(2 年)  

 

 

２月 人権を考える週間③ いじめアンケート③(1,2

年) 

いじめ防止対策委員会(次年度

の方針検討) 

３月 卒業式 学級ＰＴＡまたは三者面談 合唱祭 

新入生合格オリエンテーション 

 

備考 各学年集会：月１回 

各学年会(学年会・学年担当職員協議会)：週１回 

スタッフ会議(学校⾧、教頭、事務⾧、各学年主任、教務主任、進路Ｇ主任、生徒Ｇ

主任)での生徒情報共有：月２回 

毎月１０日：人権を考える日 

毎月第３金曜日：少年を守る日 

毎月第３土曜日：おきなわ地域教育の日 

毎月第３日曜日：家庭の日 

 

 



３．いじめの未然防止 

いじめはどの生徒にも起こりうるという事実を踏まえ、教育活動全体を通して、生徒の自己 

有用感や規範意識を高め、豊かな人間性と他者を思いやる社会性を育てていく。 

（１）HR 活動や特別活動を通してコミュニケーション能力の育成を図る。 

（２）規範意識と帰属意識を互いに高めることのできる集団づくりを図る。 

（３）教科「情報」におけるモラル教育の充実を図る。 

（４）全職員がいじめは決して許されないという認識に立ち、いじめの特質や様態について校内 

研修を行う。 

（５）二者面談・保護者を含む三者面談、あるいは教育相談やカウンセリングを通して好ましい 

人間関係の構築を図る。 

 

４．いじめの早期発見 

（１）いじめを早期発見するため、生徒に年 ３ 回のアンケート調査を行う。また、年間とおし

て端末を利用しての「いじめ相談」ができるようにする。 

（２）個人面談や教育相談を通じた生徒からの情報収集をする。 

（３）拡大学年会や教師間での情報の交換や共有を図る。 

（４）保護者との連携を密にすることで、家庭生活における生徒の変化を見逃すことなく、いじ 

めに係る兆候の早期発見に努める。 

（５）警察等の外部機関と連携しながら、校外で発生する問題行動やいじめ発見に努める。 

 

５．いじめの早期解決の取組 

（１）被害生徒・加害生徒への迅速な対応をする。複数の関係者や目撃者からの情報収集および 

事実確認を速やかに行った上で、いじめを受けた生徒の安全を最優先し、いじめを行った 

生徒には毅然とした態度で指導を行う。 

 いじめを受けた生徒に対して、継続的なカウンセリングを行い（必要であれば外部の専門 

機関に協力を依頼する。）、十分なケアに当たる。被害生徒が早期に安心して学校生活を送 

れるように努める。 

    いじめを行った生徒に対しては、いじめに至った背景や原因をカウンセリングや教育相談 

通して確認し、本生徒の立ち直りと再発防止に努める。 

（２）両保護者に対していじめの状況と今後の対応について十分な説明をして、理解と今後の指 

導についての協力を得る。  

（３）必要に応じて警察や外部機関と連携を取り、早期解決、再発防止のために協力を得る。 

 

６．重大事態への対応 

 いじめにおいて、生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた場合、県教育委員会に報 

告し、本校の委員会を中心に外部機関と連携して事案の全体像を早期に把握し、可能な方策 

を検討して実施する。再発防止のために指導や組織の見直しを図る。 

 



７．いじめ発生時の通常対応等の展開例 

 

生徒・保護者         教職員        学年会 

 

 

 

生徒・保護者         いじめ防止対策委員会          教育委員会 

 

 

 

 

生徒・保護者             調査              教育委員会 

 

 

 

生徒・保護者            調査結果             教育委員会 

 

 

 

生徒・保護者            対応と結果             教育委員会 

 

 

 

生徒・保護者            調査・対応             教育委員会 

 

 

 

 

 

 

 

訴え・把握 報告 

報告 

第１次対応方針 

の説明 

第１次的報告 

(必要に応じて) 

経過報告 

(必要に応じて) 

報告 

いじめ有無の結果(義務) 

報告 

対応結果 

保護者の意向 

報告 

対応結果 

報告 

事実関係の情報提供 

経過報告 

(場合によって) 

(場合によって) 

調査・対応の依頼 

  (場合によって) 

＜連絡機関＞ 

・警察本部少年課少年サポートセンター       0120-276-556 

・警察本部警察安全相談窓口            098-863-9110 

・沖縄県福祉保健部中央児童相談所         098-886-2900 

・那覇市 こどもみらい部子育て応援課        098-861-6903 

・浦添市 児童家庭課                098-876-1234 

・沖縄県立総合教育センター（教育相談専用ダイヤル）098-933-7537 

＜相談窓口＞ 

・２４時間子供 SOS ダイヤル      0120-0-78310（なやみ言おう） 

・子どもの人権１１０番        0120-007-110 


